
１６０号               労政にしのみや          平成２９年６月２５日 

－１－ 

☑ 国籍で差別しない公平な採用選考を行っていますか？ 

☑ 労働法令を守り、労働・社会保険に入っていますか？ 

☑ 日本語教育や生活上・職務上の相談に配慮していますか？ 

☑ 安易な解雇はしていませんか？ 

☑ 外国人の雇入れ・離職時にハローワークへ雇用状況の届出を出していますか？ 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

   
        

                                                                                           

～雇い入れ・離職時の届出と適切な雇用管理は事業主の責務です～ 

外国人が在留資格の範囲内でその能力を十分に発揮しながら、適正に就労できるよう、事業主の方

が守らなければならないルールや配慮していただきたい事項があります。内容をご理解の上、適正な

外国人雇用をお願いします。 

 

  1．外国人の雇用状況を適切に届け出てください 
 
   外国人の雇入れおよび離職の際には、その氏名・在留資格などをハローワークに届け出てくださ

い。ハローワークでは、届出に基づき、雇用環境の改善に向けて、事業主の方への助言や指導、離

職した外国人への再就職支援を行います。 

   また、この届出にあたり、事業主が雇い入れる外国人の在留資格などを確認する必要があるため、

不法就労の防止につながります。  
 
    ２．外国人の雇用管理を適切に行ってください 
 
   事業主が遵守すべき法令や、努めるべき雇用管理の内容などを盛り込んだ「外国人労働者の雇用

管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」を定めています（雇用対策法に基づき

平成１９年１０月１日施行）。 

この指針に沿って、職場環境の改善や再就職の支援に取り組んでください。 
            

◆ 指針の主な内容 ◆ 
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平成２９年度「全国安全週間」
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全週間 平成 29
        （準備期間 平成 29   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 全国安全週間は、「産業界での自主的な労働災害防止活動を推進し、広く一般の安全意識の高揚と安

全活動の定着を図ること」を目的として、毎年、厚生労働省が主唱しています。

 労働災害は長期的には減少しており

った平成 27 年よりさらに減少しました。

 しかし、休業 4 日以上の死傷災害は平成

 これらの要因として、基本的な安全管理の取組が労働者に徹底されていないことや、第三次産業等

において、多店舗展開企業等の傘下の店舗等に安全担当者がおかれていないために

なっていることなどが考えられます。

 このような状況を踏まえ、更なる労働災害の減少を図るため、

ローガンの下で取り組みます。  

 

 

 

   （スローガン） 

組織で進める安全管理

未来へつなげよう安全文化
     

くわしくは以下のホームページをご覧ください

 中央労働災害防止協会：

 

 

 

ハローワークより事業主の皆様へ
 

 

 

           

 

 

  ハローワークでは、事業所登録時に、「事業所登録シート」を作成し、会社の特徴や事業の内容等

の事業所の基本的な情報を登録いただいています。登録

でいただく求人票に共通して掲載される

 

  また、求人と求職のよりよいマッチングのため、求人票の記載内容を充実させると

所情報の透明性を高めることに努めています。

 

  このため、事業所登録時に「事業所

年 2 月 20 日から、求人票の｢会社

 

  求人公開している事業主のみなさまにおかれましては

最新のものとなっているかをご確認いただき、修正の必要がある場合は、求人

ークに事業所登録の変更手続きを行っていただきますようお願いします。

 

 

              お問合せは、

             TEL

               労政にしのみや         
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平成２９年度「全国安全週間」
 

 

 

29 年 7 月 1 日～平成 29 年 7 月 7 日
29 年 6 月 1 日～平成 29 年 6 月 30 日） 

全国安全週間は、「産業界での自主的な労働災害防止活動を推進し、広く一般の安全意識の高揚と安

全活動の定着を図ること」を目的として、毎年、厚生労働省が主唱しています。

ており、平成 28 年は、全国の死亡者数が初めて

さらに減少しました。 

日以上の死傷災害は平成 27 年に比べて増加しています。 

これらの要因として、基本的な安全管理の取組が労働者に徹底されていないことや、第三次産業等

において、多店舗展開企業等の傘下の店舗等に安全担当者がおかれていないために

なっていることなどが考えられます。 

このような状況を踏まえ、更なる労働災害の減少を図るため、平成 29 年度においては、以下のス

組織で進める安全管理 みんなで取り組む安全活動

未来へつなげよう安全文化 

しくは以下のホームページをご覧ください。 

中央労働災害防止協会：http://www.jisha.or.jp/campaign/anzen/youkou.html

事業主の皆様へのお知らせ  

事業所登録時に、「事業所登録シート」を作成し、会社の特徴や事業の内容等

の事業所の基本的な情報を登録いただいています。登録いただいたこれらの内容は、

載されることになっています。 

求職のよりよいマッチングのため、求人票の記載内容を充実させると

を高めることに努めています。 

このため、事業所登録時に「事業所登録シート」に記載いただいた｢代表者名｣

から、求人票の｢会社の情報｣に表示する取扱としております。

求人公開している事業主のみなさまにおかれましては、代表者名(事業所または法人の代表者

ご確認いただき、修正の必要がある場合は、求人

ークに事業所登録の変更手続きを行っていただきますようお願いします。 

お問合せは、 ハローワーク西宮へ 

TEL：０７９８－７５－６７１１ 

         平成２９年６月２５日 

平成２９年度「全国安全週間」 

日 
 

全国安全週間は、「産業界での自主的な労働災害防止活動を推進し、広く一般の安全意識の高揚と安

全活動の定着を図ること」を目的として、毎年、厚生労働省が主唱しています。 

めて 1，０００人を下回

 

これらの要因として、基本的な安全管理の取組が労働者に徹底されていないことや、第三次産業等

において、多店舗展開企業等の傘下の店舗等に安全担当者がおかれていないために安全活動が低調と

年度においては、以下のス

組む安全活動 

://www.jisha.or.jp/campaign/anzen/youkou.html 

 

 

事業所登録時に、「事業所登録シート」を作成し、会社の特徴や事業の内容等

これらの内容は、今後申し込ん

求職のよりよいマッチングのため、求人票の記載内容を充実させるとともに、事業

｢代表者名｣ついて、平成 29

。 

事業所または法人の代表者)が

ご確認いただき、修正の必要がある場合は、求人票提出先のハローワ

 

 

http://www.jisha.or.jp/campaign/anzen/youkou.html
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  お問合せは、兵庫労働局雇用環境・均等部指導課へ TEL：０７８－３６７－０８２０ 




